
第3次芦屋市地域福祉計画原案へのご意見を募集します 

"たすけ上手"で"たすけられ上手"な支えあいを広げ，地域にねざした保健福祉を推

進するため，平成２９年度から平成３３年度までの５年間を計画期間とする第３次

芦屋市地域福祉計画の策定を行います。 

このたび，その計画の原案を策定しましたので，市民の皆さんのご意見を募集しま

す。 

■意見募集要領 

【募集期間】平成２８年１２月２６日（月）～平成２９年１月２５日（水）まで 

【提出方法】計画名・住所・氏名（団体等は名称・代表者氏名）・電話番号を明記

の上，１２月２６日～１月２５日までに持参（平日・勤務時間内）または，郵送・

ファクス・Ｅメールのいずれかで下記へ（様式は問いません）。 

※電話，窓口での口頭によるご意見は受け付けていません。 

【原案の閲覧】市ホームページ・市役所南館１階地域福祉課・市役所北館１階行政

情報コーナー・ラポルテ市民サービスコーナー・市民センター（公民館図書室）・

図書館・保健福祉センター・市民活動センター（リードあしや）・潮芦屋交流セン

ターで閲覧できます。 

【意見の公表】市の見解とともに市ホームページ等で公表（氏名等は非公表）する

予定です。 

※個別の回答はしませんので，ご了承ください。 

【問い合わせ】地域福祉課 ＴＥＬ：３８－２０４０／ＦＡＸ：３８－２０６０ 

       （〒６５９－８５０１ 住所不要）  

Ｅメール：info@city.ashiya.hyogo.jp 



第３次芦屋市地域福祉計画 

【原案】

平成28年1２月

芦屋市



芦 屋 市 民 憲 章 

昭和39年(1964年)5月告示 

わたくしたち芦屋市民は、国際文化住宅都市の市民である誇りをもって、わたくし
たちの芦屋をより美しく明るく豊かにするために、市民の守るべき規範として、ここ
に憲章を定めます。 
この憲章は、わたくしたち市民のひとりひとりが、その本分を守り、他人に迷惑を

かけないという自覚に立って互いに反省し、各自が行動を規律しようとするものであ
ります。 

１ わたくしたち芦屋市民は、
文化の高い教養豊かなまちをきずきましょう。 

１ わたくしたち芦屋市民は、
自然の風物を愛し、まちを緑と花でつつみましょう。 

１ わたくしたち芦屋市民は、
青少年の夢と希望をすこやかに育てましょう。

１ わたくしたち芦屋市民は、
健康で明るく幸福なまちをつくりましょう。 

１ わたくしたち芦屋市民は、
災害や公害のない清潔で安全なまちにしましょう。 
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第１章 わたしたちの暮らしと「地域福祉」

１ 地域福祉とは

「ちいき」の力をあわせて，わたしたちの 

「ふ」だんの 

「く」らしの 

「し」あわせをつくること 

わたしたちの暮らしと「地域」 

○ わたしたちが「自分のまち」と感じる地域の範囲は人によってさまざまです。

「ご近所」や「自治会・町内会の範囲」と思う人や，「小学校区」や「中学

校区」，あるいは「芦屋市」やもっと広い範囲だと思う人もいます。 

○ 「自分のまち」と感じる地域の範囲は，生活スタイルや価値観，地域との関

わり方や求めるもの等によって異なりますが，暮らし，学び，働き，楽しむ

上での基盤として，心地よく過ごせる場所であってほしいと誰もが願います。 

○ また，自然に挨拶を交わし，さりげなく気遣い，楽しく過ごし，いざという

ときには支えあえるつながりが身近な「地域」にあることが，安心して心豊

かに暮らす上での大きな力になります。 

地域福祉は，誰もが“我が事”として主体的に取り組みながら，日常

生活に関わるさまざまな人や機関などが，それぞれの強みを活かして

役割を担い，協働することで実現できるものです。そのため，本市の

地域福祉計画は，市民，団体，事業者，社会福祉協議会，市・関係機

関等を「わたしたち」と呼び，みんなが主体的に取組を進める計画と

して推進しています。 
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「福祉」は，「ふ」だんの「く」らしの「し」あわせ 

○ わたしたちが暮らす社会は豊かで便利になりましたが，一方で人と人とのつ

ながりは弱くなってきたと言われます。少子高齢化が進むなかで，景気の停

滞，雇用情勢など社会経済の状況も変化し，日常の暮らしのなかで，自分の

力だけでは解決が難しいさまざまな“困りごと”が増えてきました。 

○ 日常生活の“困りごと”が増えるにつれて，“困りごと”を解決する「福

祉」は決して他人事ではなく，わたしたちの「ふ」だんの「く」らしの

「し」あわせをつくるための取組として，誰にも身近なものになっています。 

○ この計画に市民の意見を広く反映するために無作為に抽出した18歳以上の市

民3,000人に実施した市民意識調査（以下，「調査」という）では，約８割の

人が「福祉や介護・子育ての支援に関心がある」と答えました。日常生活の

なかで“困りごと”があったり，“近い将来に困るかもしれない”と不安を

感じたりする人も少なくありません。 

○ この調査では，約８割の人が「日常生活の“困りごと”を解決するために，

地域で支える」ことを肯定しています。これは，わたしたち一人ひとりが，

困ったときには「地域福祉」の【受け手】になり，一方では，自分ができる

ことで【担い手】にもなって支えあうことの大切さが，多くの人に理解され

てきているといえます。 

○ しかし，地域の福祉を進める活動に参加している人は，十分であるとはいえ

ません。また，福祉や介護，子育てなどについて「どこに，何を相談すれば

よいかがわからない」と答えた人もおり，関心は高まっていても，実際の行

動には結びついていないという課題もあります。 

「あなたは福祉や介護，子育ての支援に関心がありますか」（市民意識調査）

「関心があるテーマは（複数回答）

関心がある
79.2％

関心がない
15.8％

その他・無回答
4.9％

36.7％

14.6％

49.4％

11.5％

9.9％

16.4％

1.5％

21.2％

子ども・子育て

障がいのある人

高齢者

ひとり親家庭

生活困窮

地域の支えあい

その他

無回答
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「芦屋の地域福祉」を広げていくために 

○ 地域福祉への理解と参加を進めていくため，本市では，市民の誰もが“たす

け上手”で“たすけられ上手”な人になり，わたしたちがそれぞれの強みを

活かして，お互いに支えあうことを目標に掲げて，地域福祉計画を推進して

きました。 

○ わたしたちは，より多くの人が，困ったときにはＳＯＳを発信できる“たす

けられ上手”な【受け手】になるとともに，“たすけ上手”な【担い手】と

して地域福祉に関わることができるように，一層広く呼びかけていきます。 

わたしたち一人ひとりが， 

・“できること・したいこと”で参加し， 

その力を集めて「芦屋の地域福祉」を広げていきます。 

・支えあうことを通じて，人と人のつながりがある 

“住み続けたいまち・住んでみたいまち”としての 

魅力を高めていきます。
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２ 「芦屋の地域福祉」の現状と課題

○ 本市は国際文化住宅都市として発展してきました。「芦屋のまちづくりにつ

いての市民アンケート調査（平成27年(2015年)３月実施）」より，利便性や

生活環境の良さなどから，約85％の人が市内に住み続けたいと考えているこ

とがわかります。しかし，阪神・淡路大震災の復興にともなって増加してき

た人口は，平成37年をピークとして減少に転じると予測しています。こうし

たなかで，人口減少に歯止めをかけるため，安全・安心で良好な住宅地とし

ての魅力を高め，若い世代の子育ての希望をかなえるまちづくりを目指す

「創生総合戦略」の取組を進めており，「地域福祉の推進」もこの取組の柱

の一つに位置づけられています。 

人口の将来目標 

出典 「創生総合戦略」 

全国的に人口急減と超高齢化が進む潮流のなか，本市の人口は平成37

年をピークに減少側面に入ってくと見込んでいますが，出生数と社会

増の状態を維持することで，人口減少に歯止めをかけることを目指し

ます。 

《創生総合戦略》 
基本目標１ 安全・安心で良好な住宅地としての魅力を高め，継承する 

○良好な住まい・住環境の形成  ○地域における医療・福祉の充実 

○安全・安心なまちづくりの推進 

基本目標２ 若い世代の子育て支援の希望をかなえる 

○妊娠・出産・子育ての支援  ○教育環境の充実 

地域福祉の
推進 
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○ 本市では，自治会や地区福祉委員会などをはじめとする地域に根ざした組織

や，ボランティア・ＮＰＯ等の有志の団体を通じて，市民によるさまざまな

地域福祉活動が行われています。また，地域の取組と専門職や事業者などが

効果的に連携できるよう「地域発信型ネットワーク」を構築し，地域の状況

に応じた取組が進んでいます。 

地域発信型ネットワークの概念図（平成28年度現在） 

○ 小地域福祉ブロック会議 小学校区内の自治会，マンションの管理組合，子ども会，

民生委員・児童委員，福祉推進委員等や各種福祉諸活動関係者で構成され，ネット

ワークを活用した具体的な地域づくりの活動を行います。 

○ 中学校区福祉ネットワーク会議 各小地域福祉ブロック会議代表者と各種専門機関

の中学校区代表者で構成され，圏域における福祉課題の共有，検討，集約を行いま

す。また，「地域ケア会議」や「自立支援協議会実務者会」，「要保護児童対策地域協

議会個別ケース検討会議」とも連動しています。 

○ 地域ケアシステム検討委員会 各会議間のコーディネートや所属機関の実務への反

映，施策化の検討を行うとともに，ネットワーク全体の進捗管理と評価を行います。 

○ 関係附属機関等 法律等に基づいて設置する附属機関等である「地域包括支援セン

ター運営協議会」，「地域密着型サービス運営委員会」，「自立支援協議会」，「要保護

児童対策地域協議会」，「生活困窮者自立支援協議会」と「権利擁護支援システム推

進委員会」を，地域発信型ネットワークに位置づけています。 

○ 地域福祉推進協議会 医療・保健・福祉の総合調整を行うとともに，システム全体

の運営における基本方針や福祉施策への反映に関する協議を行います。 

市
民
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（理念）だれもがその人らしく住み慣れた地域で， 
いきいきと安心して暮らせるまちをめざす 



－6－

○ 地域福祉に関わる活動などに参加している人に呼びかけて，この計画の策定

に向けて話し合った市民会議では，次のような課題が出されました。 

＊ 地域活動を活性化する必要がある 

・地域とつながりがなく，地域活動への関心や参加意識の低い住民が少

なくないため，いろいろな行事などをしても参加者が集まらない。 

・活動の担い手も固定化，高齢化し，後継者づくりが課題である。 

・活動のネットワークづくりも必要である。 

＊ 支援が必要な人へのアプローチが難しい 

・見守りや災害時に支援が必要な人や，制度の狭間となる困りごとがあ

る人，孤立している人から支援を断られ，アプローチが難しい。 

＊ 情報を伝えられない・得られない 

・活動の情報が知られていない。 

・福祉や暮らしの多様な情報を得ることや，必要な情報を選ぶことが難

しい。どこに相談すればよいかもわからない。 

＊ 活動への支援が必要である 

・活動を専門的に支援する人材や財源などが必要である。 

・個人情報保護の問題が，活動の壁になることもある。 

○“民”と“公”が協働して「先導的に取り組む活動や事業」として，次の五

つのプロジェクトが提案されました。 

＊ イベント仕掛け人 

・地域の人の顔がわかるように，イベントを支援する仕組みをつくる。 

＊ ALL ASHIYA フェスティバル月間 

・自分の地域以外のイベントに参加し，人や団体のつながりをつくる。 

＊ スマートおせっかい 

・支援が必要な人を支えるために，人と人のつながりをつくる。 

＊ あしや玉手箱 

・ＩＣＴを利用する世代への情報提供の仕組みをつくる。 

＊ ワーカー登録（ひとり一役 Part2）(仮) 

・何かしたいと思っている人が登録し，担い手になってもらう。 
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○ 調査の結果からは，次のようなニーズや課題が示されています。 

【日常生活の“困りごと”の状況や，その対応について】 

＊ 日常生活に関して，多様な“困りごと”や今後の不安がある 

・健康や暮らし向きなどの状況とともに，力仕事や買い物，介護，子育て，

外出といった日常生活のさまざまな場面で，現在困っている人や今後５年

ぐらいで困るかもしれないと思う人が，それぞれの項目で約５～27％とな

っています。 

Q. 日常生活に関することについてどのように感じていますか

・上のグラフに示された自分の“困りごと”だけでなく，約２割の人は地域

に気に掛かる人がいます。また，その人を見守ったり支援したりしている

人もいますが，どうすればよいかがわからない人もいます。 

＊ 福祉や介護，子育ての情報や相談は，ＩＣＴを活用したいと思う人も多い 

・“困りごと”の支援の情報を得たいと思う方法は，ホームページやメールが

紙媒体をわずかに上回り，特に34歳以下の人は約7割がＩＣＴの活用を希望

しています。 

Q. 福祉や介護，子育てなどの情報をどのように得たいと思いますか
(％)

72.7

41.8

16.1

44.7

34.8

1.8

1.5

1.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

市役所などに問い合わせる

印刷物（紙の媒体）を見る

テレビやラジオ

ホームページやメール

口コミ

その他

情報を得たいとは思わない

無回答

(％)

現在困っている

今後５年ぐらいに困るかもしれない

わからない

6.3 8.0 1.7

4.2 8.2 2.8

9.8 17.7 2.8

2.2 5.3 1.2

6.2 15.4 3.6

5.5 4.3 6.1

5.5 6.6 1.8

2.4 5.6 2.5

3.9 10.5 6.7

3.4 11.0 12.2

8.1 12.1 2.3

8.6 12.2 4.3

5.3 6.3 4.0

3.1 2.4 2.2

2.6 2.6 8.8

0 5 10 15 20 25 30 35

日常の買い物が不便

家事の負担が大きい

力仕事の負担が大きい

ゴミ出しの負担が大きい

介護の負担が大きい

子育ての負担が大きい

外出の負担が大きい

話し相手がいない・寂しい

倒れたとき気づいてくれる人がいない

緊急時に助けてくれる人がいない

健康状態が良くない

暮らし向きが良くない

仕事をしたいが就職できない

家族との人間関係が良くない

近所との人間関係が良くない
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・“困りごと”が起きたときの相談方法として，市役所等の公的な機関の活用

に次いで，電話やインターネットが多くあげられています。 

【地域福祉を進める活動への参加について】 

＊ 多くの人は福祉や介護，子育てに関心があり，地域の支えあいを望んでいる

・自分は「支えてほしいと思わない」人や「支えることは難しい」と思う人

も含め，約８割の人は，日常生活の“困りごと”を地域で支えることを肯

定しています。 

Q. 困りごとを解決するために地域で支えあうことについてどのように思いますか

＊ 地域での福祉活動は，これからしてみたいと考える人が多い 

・地域のつながりづくりや，見守り，支えあいなどの活動に現在参加してい

る人はそれぞれの活動ごとに約１～12％ですが，今後してみたいと答えた

人の割合はすべての項目で多くなっています。 

Q. 地域の福祉や子育て支援を進める活動で，行っているものや今後行いたいと思う
ものがありますか

【地域福祉計画について】 

＊ 地域福祉計画を知っている人は非常に少ない 

・地域福祉計画は約８割の人が知らないと答え，計画の内容を知っている人

は２％，推進に関わっている人は0.6％にとどまっています。 

(％)

66.4

6.7

10.7

8.2

4.7

3.4

0 10 20 30 40 50 60 70

できるだけお互いに支えあいたい

支えたいが支えてほしいと思わない

支えてほしいが支えることは難しい

地域で支えあいたいとは思わない

その他

無回答

(％)

現在している

以前したことがある

今後５年ぐらいの間にしてみたい

将来してみたい

11.9 8.8 5.7 27.7

10.2 6.9 6.7 30.1

5.4 4.7 6.5 28.2

3.8 2.9 3.7 24.9

1.1 4.8 5.9 40.4

6.4 8.4 3.1 26.5

0 10 20 30 40 50 60

高齢者や子どもの見守り

地域の活動やつながりづくり

ちょっとしたことの支えあい

介護や子育ての手伝い

災害時の避難などの支援

活動を支援する寄付や寄贈活動を支援する寄附や寄贈 
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○ 第２次の計画では，多くの人や組織の参加のもとで推進していくよう，「地

域発信型ネットワーク」の充実に向けて，身近な小学校区で地域の状況に応

じた具体的な活動の展開を進めてきました。また，市民と協働して「地域福

祉アクションプログラム推進協議会」を設置し，より多くの人が地域福祉を

知り，参加してもらえるように，さまざまなプロジェクトを推進してきまし

た。 

○ 多様なニーズを受け止めるワンストップ機能を一層高められるよう，保健福

祉センターの総合相談窓口（下図）に「生活困窮者自立相談支援」の機能を

加え，さまざまな機関と連携した支援を進めてきました。 

○ 地域福祉の土台として，市の関係部局の横断的な取組を推進するため，各々

が実施プランを作成し，ヒアリングやラウンドテーブルで共有しながら協働

して事業を推進していく仕組みづくりを行うとともに，「地域福祉計画推進

評価委員会」の委員も市民，団体，機関などの立場で実施プランを作成しま

した。 
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○ 計画の推進と振り返りを踏まえて，第３次の計画策定に向けて次のように課題

を整理しました。 

○ 福祉に関するさまざまな制度も変化し，一層地域福祉の視点で進めることが求め

られており，本市においてもそれぞれの分野での取組を始めています。 

わたしたちの参加と協働により， 

これらの課題に対応できるよう，

第３次芦屋市地域福祉計画を策定しました。

＊ 地域包括ケアや地域共生社会づくりの推進 

・高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう，包括的に支援すること

を目指す「地域包括ケア」の推進や，誰もが「我が事」として主体的に参加し，高

齢，障がい，子どもなどの分野を超えた「丸ごと」という考え方で，共生する社会

づくりを目指しています。 

＊ 子ども・子育て支援の推進 

・少子化が進行するなかで，保育所をはじめとする多様なサービスとあわせて，地域

のすべての子どもの成長と子育てを社会全体で支える取組が進んでいます。 

＊ 日常生活の“困りごと”への支援の充実 

・経済的な困窮や社会的な孤立などによる複雑な生活課題を持つ人などを，地域のさ

まざまな資源を活用し，一人ひとりの状況に応じたきめ細かな支援を行う取組が進

んでいます。 

＊ 地域福祉への理解と参加を一層促進する 

・情報の伝達や参加の呼びかけ，地域福祉に関する学習を推進する。 

＊ 日常生活の“困りごと”の解決や権利擁護支援の取組を充実する 

・ニーズを把握し，支援につなぐ相談ネットワークを充実する。 

・地域生活を支えるサービスや活動の拡充と質の向上，連携による課題解決を推進す

る。 

＊ 地域のつながりづくりを一層推進する 

・さまざまな地域活動の促進と支援，担い手づくりを推進する。 

＊ 安全・安心でバリアフリーな生活環境を整備する 

・災害時の支援，防犯・交通安全のための取組を推進する。 

・移動の支援や住環境の整備を推進する。 

＊ 地域福祉活動の支援を充実する 

・活動拠点や財源の確保，コミュニティワークによる支援を充実する。 

を整理しました。 

られており，本市においてもそれぞれの分野での取組を始めています。 
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第２章 計画の基本的事項

１ 計画策定の背景と目的

・本市は，平成24年３月に第２次の計画を策定し，公民が協働して，計画に基

づく活動や事業を展開してきました。第２次の計画では，市民，団体，事業

者，社会福祉協議会，市・関係機関等を「わたしたち」と表現し，各々が計

画の推進主体として「実施プラン」を作成して「地域福祉計画推進評価委員

会」で共有しながら，ＰＤＣＡの考え方に基づく取組を推進しました。 

・「地域福祉アクションプログラム推進協議会」を市民と市が協働で設置し，

公民協働でのプロジェクトを継続的に推進しながら，市民へ地域福祉の発信

を行ってきました。また，「地域発信型ネットワーク」では「小地域福祉ブ

ロック会議」を積極的に推進し，地域の課題を解決するための具体的な活動

を，地域の住民・団体と専門職・市などが協働して進めています。 

・また，地域福祉推進機関である社会福祉協議会は，昭和59年度から６次にわ

たって「発展計画」や「地域福祉推進計画」を策定，推進しています。平成

24年度の第６次の推進計画からは，「地域福祉計画」との整合性にも配慮し，

公民協働による地域福祉の計画的な推進を目指しています。 

・この間にも少子高齢化は一層進み，調査結果においても，日常生活のなかで

“困りごと”を感じている人に加え，将来的に不安を持つ人はさらに多いこ

とが示されています。一方で，地域活動の担い手の高齢化や固定化が進み，

福祉サービスを担う人材も不足するなかで，これまで分野別で行われてきた

サービスや活動をできるだけ統合し，包括的に進めていく方向が国から示さ

れています。 

・第２次の計画の取組や本市の地域福祉をとりまく状況の変化を踏まえ，より

多様な「地域」の力をつないで，市民の「ふ」だんの「く」らしの「し」あ

わせを実現するための共通の指針として，「第７次芦屋市地域福祉推進計

画」とも連動させて，「第３次芦屋市地域福祉計画」を策定します。 
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２ 計画の位置づけ

・「地域福祉計画」は，社会福祉法（第107条）に基づく市町村地域福祉計画で

あり，本市の地域福祉推進の基本的な指針となる計画です。 

・本市のまちづくりの基本方針である「第４次総合計画」の部門別計画として，

他の部門と連携を図りながら，地域福祉の視点でのまちづくりを推進します。 

・この計画を地域福祉を総合的に推進するための「保健福祉のマスタープラ

ン」と位置づけ，保健福祉の分野別の計画等とも連動させて，事業の具体化

を図ります。また，人口減少に歯止めをかけ，魅力あるまちづくりを進める

ために策定した「創生総合戦略」とも連動させて推進します。 

・地域福祉推進機関である社会福祉協議会が策定する「地域福祉推進計画」と

も連動し，公民協働のもとでの地域福祉を一層積極的に展開します。 

計画の位置づけ 

総合計画 

地域福祉計画 

地域にねざした保健福祉を推進

するための理念と基本方向 

地域福祉推進計画 

[社会福祉協議会が策定] 

市民，団体，事業者等の 

連携による地域福祉活動 

の推進 

保健福祉の分野別計画等 

すこやか長寿プラン２１ 
障害者(児)福祉計画等 
子育て未来応援プラン「あしや」 
子ども・若者計画 
健康増進・食育推進計画 等 

制度に基づくサービスや 

事業等の推進 

創
生
総
合
戦
略
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３ 計画の期間

・この計画は，中長期的な視点で推進するとともに，「第４次総合計画」や

「創生総合戦略」と連動して推進するため，平成29年度から平成33年度の５

年間の計画として策定します。 

・年度ごとに，ＰＤＣＡサイクルの考え方で評価と見直しを行っていきます。

４ 計画の策定方法

・市民，団体，事業者，社会福祉協議会，市・関係機関等が主体的に推進する

計画として，できるだけ多くの人々の意見を反映して策定することを目指し

ました。 

・「地域の福祉を話しあう市民会議」，「市民意識調査」や各種事業などを通じ

て広く意見を把握し，「地域福祉計画策定委員会」での検討に反映しました。

「地域福祉計画策定委員会」には「検討部会（ワーキングチーム）」を設置

し，具体的なプロジェクトの検討を通じた提案を行いました。また，計画の

原案に対するパブリックコメントを実施し，「社会福祉審議会」に諮ります。 

・市民の暮らしに包括的に対応する計画とするため，庁内において「地域福祉

計画推進本部」を組織し，検討を行います。 

５ 計画の推進方法

・“できること・したいこと”での参加を広げていくために，広報紙やホーム

ページをはじめとするさまざまな媒体やイベント，事業等の機会を通じて，

計画を広く周知するよう取り組みます。 

・第２次の計画で推進してきた進捗管理の取組をさらに発展させ，市民や関係

者で構成する「地域福祉計画推進評価委員会」を通じて，より幅広い人々で

「実施プラン」を共有しながら，広がりのある展開を目指します。 

・「重点的に進める取組」を新たに設定し，公民協働のプロジェクトを推進す

る「地域福祉アクションプログラム推進協議会」が第２次の計画で発足した

プロジェクトや「スマートおせっかい」等の新たなプロジェクトの活動を支

援していくとともに積極的に連携して推進します。 

・計画に関する施策を市の関係各課が連携して推進していくよう，「地域福祉

計画推進本部」での情報共有や協働などの取組を一層強化します。 
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第３章 地域福祉推進の基本的な考え方

１ 「芦屋の地域福祉」推進の“あいことば”

“たすけ上手”で“たすけられ上手”な人になり， 

［All Ashiya］の力をあわせて， 

心地よく暮らせる福祉を創造します 

 わたしたちが協働して芦屋の地域福祉を進めていく上で共有する目標（合言

葉）は第２次の計画の目標を引き継ぎ，一層広く呼びかけます。 

○ わたしたちは，一人ひとりの「ふ」だんの「く」らしの「し」あわせの実現

に向けて，日常生活の“困りごと”を，［All Ashiya］の力をあわせて解決

することを目指します。 

○ 自分が住むまちで，誰もが心地よく暮らせるように，まわりの人をスマート

に気遣い，“できること・したいこと”で支える“たすけ上手”な人になる

ことを目指します。 

○ 困ったときにはＳＯＳを出し，問題が大きくならないうちに解決できる“た

すけられ上手”な人になります。 

○ これら三つの取組により，芦屋のまちづくりが目指す“新しい暮らし文化”

の一つとして，誰もが心地よく暮らせる福祉を創造します。 
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２ 推進の視点

 わたしたちが“できること・したいこと”で参加し，効果的に地域福祉を推

進するために，さまざまな活動や事業を行う上で共有する視点を，推進目標の

ベースとなるものとして，次のように定めます。 

①“たすけ上手・たすけられ上手”な人を増やす・広げる

［人・組織づくり］

 “困りごと”が起きたときには上手に支えてもらいながら，それぞれが“で

きること・したいこと”で参加する，「スマートな【受け手】と主体的な【担

い手】を増やす」取組（人・組織づくり）を進めます。 

② さまざまな“困りごと”を解決する

［サービス・活動づくり］

 一人ひとりの「ふ」だんの「く」らしの「し」あわせを実現するために，

「さまざまな“困りごと”を解決する」取組（サービス・活動づくり）を進め

ます。 

③ あたたかい“まち”と支えあう“仕組み”をつくる

［まち・仕組みづくり］

 さまざまな取組や安心できる生活の基盤として，「あたたかい“まち”と支

えあう“仕組み”をつくる」取組（まち・仕組みづくり）を進めます。 

③ あたたかい“まち”と 

支えあう“仕組み”をつくる 

［まち・仕組みづくり］

② さまざまな“困りごと”を 

解決する 

［サービス・活動づくり］

① たすけ上手・たすけられ上手” 

な人を増やす・広げる 

［人・組織づくり］
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３ それぞれの役割と協働の考え方

 わたしたちは，それぞれが得意なことを活かして役割を担い，効果的に協働

していくよう，次の考え方を基本に，一人ひとりが「できること・したいこ

と」を考え，参加していきます。 

① 市民

 誰もが“我が事”として取り組み，一人ひとりが“できること・したいこと

”で参加する“たすけ上手”な人になり，あわせて，“困りごと”が起きたと

きにはＳＯＳを出せる“たすけられ上手”な人にもなって，［All Ashiya］の

一員として，主体的に地域福祉に参加します。 

② 地域型の団体（自治会等の地域組織，小学校区のネットワーク組織等）

 みんなが心地よく暮らせる地域づくりを目指し，挨拶からのつながりづくり

や，ちょっとした支えあいを進めます。また，日常のつながりを“地域力”に

して，住みよい地域づくりの活動や，万一の災害時などにも活かしていきます。 

③ テーマ型の団体（ボランティアグループ，ＮＰＯ，当事者団体等）

 福祉や暮らしに関するさまざまな課題を解決していくために，“有志”の力

を発揮し，先駆的，専門的，独創的な活動や事業に取り組みます。 

④ 事業者（福祉事業者，生活関連のサービスを提供する事業者，企業等）

 それぞれの専門性を発揮し，地域での生活を支える質の高い福祉や生活支援

のサービスを提供します。また，保有する資源を地域で活かし，市民や団体等

の活動を支援します。 
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⑤ 社会福祉協議会

 活動者・事業者・関係機関等が参加する「地域福祉のプラットフォーム」

（みんなが集まって話しあい，協働していくためのテーブル）として，さまざ

まな主体の参加と協働による地域福祉を推進します。また，地域福祉推進機関

としての専門性や民間の持つ特性を発揮し，地域福祉活動の支援や柔軟なサー

ビスを展開します。 

⑥ 市・関係機関

 地域福祉の仕組みづくりを進める責任主体として，計画の進捗管理を担いな

がら，関係部局や関係機関が一体となり，公的なサービスの提供や行政権限に

基づく対応を的確に行います。また，市民・団体・事業者等との協働を進める

よう，基盤整備や支援を行います。 
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４ それぞれの区域での取組

 「地域に根ざした福祉」を推進していくために，それぞれの区域の特性を活

かした取組や，区域間で効果的に連携した取組を推進します。  

① 町内会区域

 最も身近なコミュニティの区域として，日常のつながりづくりや支えあいを

進めます。また，活動を通じて，住民の福祉ニーズを把握し専門機関等につな

ぎ，地域の課題となるものはみんなで取り組みます。 

② 小学校区域

 地域に根ざした福祉活動を進める上での中核的な区域として，地域組織や事

業者等が協働する主体的なネットワークを充実し，地域の福祉力を活かして，

課題の解決を目指す活動を推進します。 

③ 中学校区域

 さまざまなニーズに総合的に対応する「地域包括ケア」の区域として，専門

的な支援の基盤を整備し，地域の活動等とも連動して，きめ細かな支援を充実

します。 

④ 芦屋市全域

 専門的な支援を提供するとともに，地域での取組を普及し，施策化につない

でいきます。 



－19－

第４章 「芦屋の地域福祉」を進めるために

わたしたちが取り組むこと

１ 推進目標と取組の柱

 「地域福祉推進の基本的な考え方」を踏まえて，多様な取組を体系的に推進

し，地域福祉を進めるために，わたしたちが取り組む推進目標と，それぞれの

取組の柱を次のように定めます。 

推進目標 取組の柱 

１ “みんなが思いやり・支えあう

福祉”への理解を広げる 

(１)地域福祉の情報を発信する 

(２)地域福祉の学習を進める 

２ つながりのあるコミュニティを

つくる 

(１)地域福祉を支えるコミュニティをつ

くる 

３ “できること・したいこと”で

の参加を進める 

(１)多様な参加の場やきっかけをつくる 

(２)活動への支援を充実する 

４ ニーズに気づき，支援につなぐ (１)ニーズに気づき・つなぐ 

(２)相談しやすい体制をつくる 

５ 多様な“困りごと”を包括的に

支えるサービスや活動を充実す

る 

(１)サービスや活動の体制を充実する 

(２)協働して包括的に支援する 

(３)支援の質を高める 

６ 尊厳ある生活を支える (１)権利侵害や虐待を防ぐ 

(２)権利擁護支援を進める 

７ 誰もが暮らしやすいまちづくり

を進める 

(１)バリアのない暮らしやすいまちをつ

くる 

８ 誰もが安心・安全に暮らせるよ

うに支える 

(１)災害に備える 

(２)弱い立場になりがちな人の安全を支

える 

９ 地域福祉をみんなで進める仕組

みをつくる 

(１)地域福祉のネットワークを広げ，強

化する 
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推進目標 １ “みんなが思いやり・支えあう福祉”への理解

を広げる 

・少子高齢化が進み，社会や地域の状況が変化しているなかで，福祉は決して

「他人事」ではなくなりました。わたしたち一人ひとりが，まわりの人たち

とお互いに思いやり，支えあって「ふ」だんの「く」らしの「し」あわせを

つくっていくことが，とても大切になってきています。 

・わたしたちの多くはこのことに気づいていますが，いざ行動に移そうと思う

と，どうすればよいかがわからなかったり，きっかけが見つけられなかった

りする人も少なくありません。 

・そこで，わたしたちが，それぞれの状況のなかで，必要なときには支援を受

け，できることで担い手にもなるための情報を的確に伝えたり，学べたりで

きる機会を充実し，“たすけ上手”で“たすけられ上手”な人を増やしてい

きます。 

《取組の柱》(１) 地域福祉の情報を発信する 

(２) 地域福祉の学習を進める 

推進目標 ２ つながりのあるコミュニティをつくる 

・わたしたちが暮らしている地域は，ともに学びあい，支えあう場でもありま

す。また，日常のつながりを活かして，いざというときに力になるのは身近

な地域のコミュニティだということを，わたしたちは大きな震災などを通じ

て経験してきました。 

・それぞれの地域では，自治会などの地域組織が中心的な役割を担いながら，

さまざまな活動が行われています。そのなかで地域福祉を進める活動は，地

域の課題をみんなで考えたり，悩んだりしながら，解決に向けて取り組み，

また，つながりが少ない人が参加するきっかけにもなっています。 

・多くの人が関心を持つテーマを活かして「福祉でまちづくり」を進めること

で，安心な暮らしの基盤となる，つながりのあるコミュニティをつくってい

きます。 

《取組の柱》(１) 地域福祉を支えるコミュニティをつくる 
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推進目標 ３ “できること・したいこと”での参加を進める 

・わたしたちは，地域で暮らしていくなかで，一人ひとりの気づきを大切にし，

“気になること”があれば，相手の立場に立って支える活動を，主体的に行

っていきます。まわりの人たちと一緒に取り組めるように，呼びかけあって

広げていきます。 

・活動に参加することを通じて社会と広くつながり，自分自身の健康づくりや

生きがいづくりを進めます。 

・内容，方法，場所，時間帯などが選べる多様な活動や活動の参加のきっかけ

づくりを支援し，活動に参加する人を増やします。また，「新しい活動をし

たい」という人の思いを支援します。 

・活動を続けていく上では，さまざまな課題も出てきます。そのときに支援す

る仕組みも充実し，多くの人が“できること・したいこと”で担い手になれ

る環境をつくっていきます。 

《取組の柱》(１) 多様な参加の場やきっかけをつくる 

(２) 活動への支援を充実する 

推進目標 ４ ニーズに気づき，支援につなぐ 

・日常生活の“困りごと”を効果的に解決するためには，早期に気づいて適切

に対処することがとても大切です。 

・わたしたちは，地域福祉の情報や学習を活かして，自分や家族などの“困り

ごと”に気づくように心がけます。また，困りごとがある人に気づいたとき

には，その人が“たすけられ上手”になり，気軽に相談できるよう，支援し

ます。 

・その人にとって身近なところに，いろいろなことを相談できる人や窓口があ

り，そこから，地域のさまざまな力を活かした適切な支援につながる仕組み

を充実していきます。 

《取組の柱》(１) ニーズに気づき・つなぐ 

(２) 相談しやすい体制をつくる 
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推進目標 ５ 多様な“困りごと”を包括的に支えるサービス

や活動を充実する 

・自分や家族などの力だけでは解決できないさまざまな“困りごと”が増えて

いるなかで，土台となる「公」のサービスを充実するとともに，「民」の柔

軟性を活かした活動も広げ，新たなニーズや制度などの狭間になっている課

題にきめ細かく対応していくことが，より大切になっています。 

・それぞれの強みを活かして効果的に支援していくとともに，さまざまな“困

りごと”が重なる難しい状況にも対応できるように，包括的に支える仕組み

づくりを推進します。 

・さまざまなサービスや活動の担い手を増やすとともに，意識やスキルを高め

て，支援を必要とするときも一人ひとりの思いや力を活かして，“自分らし

く”生活することができるよう支援する，質の高い取組にしていきます。 

《取組の柱》(１) サービスや活動の体制を充実する 

(２) 協働して包括的に支援する 

(３) 支援の質を高める 

推進目標 ６ 尊厳ある生活を支える 

・わたしたち誰もが尊厳ある生活を送ることができるように，性別，年齢，国

籍，障がいの有無などに関わりなく，一人ひとりの権利を大切にし，共生す

る社会をつくっていくことは，地域福祉のすべての取組の基本となる視点で

す。 

・権利を侵害する差別や虐待をなくしていくために，「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」で掲げられた「合理的配

慮」の考え方も踏まえて，わたしたちが何をすべきかの理解を広げ，予防す

るための取組や環境整備などを，個々の状況に応じて進めるとともに，万一，

起きたときには適切な対応ができる仕組みを充実していきます。 

・意思決定が難しい人などの権利を守り，尊厳ある“自分らしい”生活を支え

る取組を，一層充実していきます。 

《取組の柱》(１) 権利侵害や虐待を防ぐ 

(２) 権利擁護支援を進める 
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推進目標 ７ 誰もが暮らしやすいまちづくりを進める 

・誰もが快適に暮らしやすいまちは，「心地よく暮らせる福祉」の基盤となる

ものです。 

・ユニバーサルデザインの道路や公園，建築物などを増やしていくよう計画的

に整備するとともに，バリアフリーの情報を的確に伝え，外出や移動がしや

すいまちづくりを進めます。 

・移動を支援するサービスや，買い物や日常生活の用事などをちょっとした手

助けで支援する仕組みなどを広げ，暮らしやすいまちにしていきます。 

《取組の柱》(１)バリアのない暮らしやすいまちをつくる 

推進目標 ８ 誰もが安心・安全に暮らせるように支える 

・全国でさまざまな災害が多発しているなかで，いざというときに誰もが安全

に避難できるように，地域で取り組んでいくことは，安心・安全な生活に不

可欠となっています。 

・地域のさまざまな力が協働し，多様な状況に対応した情報の伝達や避難の仕

組みづくり，安心して生活できる避難所づくりなどを平常時から進めていけ

るよう，支援が必要な人とのつながりを広げながら取り組んでいきます。 

・弱い立場になりがちな人を犯罪や事故などから守ることができるよう，お互

いに気にかけあいながら，誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めていき

ます。 

《取組の柱》(１) 災害に備える 

(２) 弱い立場になりがちな人の安全を支える 
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推進目標 ９ 地域福祉をみんなで進める仕組みをつくる 

・各推進目標に掲げた取組に多様な人や組織が参加し，[All Ashiya] の力を

あわせて推進していくために，「地域福祉をみんなで進める仕組み」として，

強力なものにしていきます。 

・地域福祉に関するさまざまなテーマや地域ごとに，集まって話しあえる

「場」をつくり，それを拠点としながら，市民，団体，事業者，市・関係機

関等の多様な「ネットワーク」をつくります。それらを重層的に広げて，そ

れぞれの強みを活かして効果的に協働できる仕組みをつくっていきます。 

・広がりをつくっていくために重要な役割を担う「つなぎ役」となる人を発掘，

拡充していきます。 

《取組の柱》(１) 地域福祉のネットワークを広げ，強化する 

２ 取組を進める上での視点とキーワード

 それぞれの「取組の柱」ごとに，活動や事業を進める上の「視点」を示しま

した。これは，課題を解決する上でポイントとなるものとして，取組を進める

上で考慮するとともに，振り返りを行う際の指標ともなるものです。 

 また，この計画を考えるなかで，本市の状況を踏まえてみんなで考えていき

たいこととしてあげられた「キーワード」も記載しました。 

 これらの「視点」や「キーワード」も踏まえて，わたしたちがそれぞれ“で

きること・したいこと”で取り組むこと（実施プラン）を考え，共通の思いを

持つ人や組織と協力しながら実行し，その結果も共有して，ＰＤＣＡの考え方

で，さらにステップアップした取組にしていきます。 
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わたしたちが取り組むことの一覧表 

推進目標 取組の柱 取組・評価の視点 取組を考える上でのキーワード 

１ “みんなが思い

やり・支えあう

福祉”への理解

を広げる 

(１)地域福祉の情報

を発信する 

○多様な情報を，わかりやすく発信する 

○必要とする人に的確に伝える 

○情報への関心を高める 

・いろいろな（公民の）情報を集める ・まとめて発信する ・双方向で発信する 

・多様なメディアを活用する 

・ＩＣＴの利用を促進する，使い方を広める，ルールをつくる 

・身近な人が直接伝える 

(２)地域福祉の学習

を進める 

○誰にも関わることとして地域福祉を理解する 

○学校，地域，家庭，職場など，身近なところで

学ぶ 

○多様な学習の機会やプログラムをつくる 

・問題への気づきを促す ・自分のライフデザインを考える 

・参加型，体験型の学習を進める ・実践につながる学習を進める 

・地域の課題を知る，考える，話しあう 

２ つながりのある

コミュニティを

つくる 

(１)地域福祉を支え

るコミュニティ

をつくる 

○身近な居場所や参加しやすい活動をつくる 

○地域の福祉をみんなで考える機会をつくる 

○つながりにくい人にも呼びかける 

・自治会，町内会の活動を支援する，参加を呼びかける ・マンション等でも取り組む 

・多様な世代や属性の人が交流する，ゆるやかにつながる 

・ひとりぼっちをつくらない ・“誰かとどこかで”つながる 

・つなぎ役やファシリテーター（おせっかい）を増やす 

・地域の課題を地域で解決する 

・福祉への関心と活動を活かした「福祉でまちづくり」をすすめる 

３ “できること・

したいこと”で

の参加を進める

(１)多様な参加の場

やきっかけをつ

くる 

○多様な人が参加できる地域福祉活動を進める 

○健康づくり・介護予防や生きがいづくりの活動

を進める 

○社会参加や就労を支援する 

○参加を積極的に呼びかける 

・楽しく気軽にできる活動を増やす 

・有償の活動やコミュニティビジネスも進める 

・仕事などの経験，能力を活かした活動を進める 

・新たな活動やグループづくりを支援する 

(２)活動への支援を

充実する 

○活動をサポートする体制を充実する 

○活動場所や財源の確保，情報発信などの支援を

充実する 

・コミュニティワーク（地域福祉活動支援）を充実する 

・地域内外の資源を有効に活用する ・社会貢献を進める 

・寄附文化を広げる ・目的に応じた寄附の呼びかけや仕組みづくりを進める 

４ ニーズに気づ

き，支援につな

ぐ 

(１)ニーズに気づき

・つなぐ 

○“困りごと”を早めに発見する 

○適切な相談窓口や支援につなぐ 

・自らの気づきを支援する ・まわりの人が気づき，伝える 

・さりげなく見守る，声をかける 

・隠れたニーズを探す ・ひきこもりやセルフネグレクトの人に関わる 

(２)相談しやすい体

制をつくる 

○気軽に相談できる多様な相談先をつくる 

○相談を適切な支援につなぐ 

○相談を解決につなぐ仕組みを強化する 

・身近に，いつでも相談できる ・いろいろな相談を受けて，つなぐ 

・どこに，何を相談すればよいかを知る ・「支えてもらってもよい」ことを伝える 

・当事者同士で相談する ・地域に出向いて相談する（アウトリーチ） 
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推進目標 取組の柱 取組・評価の視点 取組を考える上でのキーワード 

５ 多様な“困りご

と”を包括的に

支えるサービス

や活動を充実す

る 

(１)サービスや活動

の体制を充実す

る 

○「公」のサービスの内容や提供体制を充実する

○地域の多様な力を活かした活動を推進する 

○新たなニーズや狭間のニーズなどに対応する 

○担い手を増やす・支援する 

・分野別計画に基づいて推進する 

・地域での“ちょっとした支えあい”を広げる 

・さまざまな“困りごと”の解決策を考える 

・新たな“困りごと”に対応する ・先駆的な活動の事業化を進める 

・福祉の仕事への関心を高める，就業環境を改善する 

(２)協働して包括的

に支援する 

○多様な主体や分野を超えた協働を進める 

○複雑な課題を解決する取組を進める 

○効果的で適正な情報共有を進める 

・コミュニティソーシャルワーク（地域を基盤とした社会福祉の援助）の機能を充実する

・他職種が連携する ・「Joint-Sheet」等を活用した連携を充実する 

・共生型のサービスを増やす ・「社会福祉複合施設」を活用する 

(３)支援の質を高め

る 

○自立を支援するサービスや活動を進める 

○担い手の意識やスキルを高める 

○利用者や第三者の意見を活かす 

・エンパワメント（その人の力を引き出す）を支援する 

・自己評価・第三者評価を推進する 

６ 尊厳ある生活を

支える 

(１)権利侵害や虐待

を防ぐ 

○自分やまわりの人の権利を理解する 

○虐待や権利侵害を防ぐ・解消する 

○思いやり支えあう心（心のバリアフリー）を広

げる 

・「権利」を自分のこと（してほしいこと，してほしくないこと）として考える 

・一人ひとりの多様性を大切にする ・身近な地域での権利擁護支援を推進する 

・弱い立場になりがちな人の暮らしの“困りごと”を支える 

・障がいのある人などへの「合理的配慮」（場面に応じた調整など）を理解し，進める 

(２)権利擁護支援を

進める 

○権利擁護支援を学ぶ 

○判断に不安がある人などへの支援を充実する 

・市民後見人，法人後見機関等を増やす ・専門職団体等と連携する 

・可能な限り本人が意思決定できるように支援する 

７ 誰もが暮らしや

すいまちづくり

を進める 

(１)バリアのない暮

らしやすいまち

をつくる 

○道路や建築物，住宅などのバリアを改善し，ユ

ニバーサルデザインを目指す 

○移動を支援するサービスを充実する 

○買い物などの日常生活の利便性を高める 

・ニーズに応じて計画的に整備する ・バリアフリーの情報を発信する 

・公共交通や移送サービスを充実する ・出前型のサービスなどの推進 

８ 誰もが安心・安

全に暮らせるよ

うに支える 

(１)災害に備える ○防災・災害時の支えあいの意識を高める 

○多様な状況に対応する訓練や対策を進める 

・いざというときのためのつながりをつくる ・情報の伝達・安否確認の仕組みをつくる

・多様なニーズに対応できる避難所（地域の避難所・福祉避難所）を確保する 

・平常時からの取組をすすめる 

(２)弱い立場になり

がちな人の安全

を支える 

○防犯や交通安全に心がける 

○さりげなく見守る取組を進める 

○安全を高める施設や設備を整備する 

・気づいた人が声をかける 

・「徘徊ＳＯＳネットワーク」を拡充する 

９ 地域福祉をみん

なで進める仕組

みをつくる 

(１)地域福祉のネッ

トワークを広

げ，強化する 

○地域包括ケア・地域共生のまちづくり（我が事

・丸ごと）を推進する 

○多様なネットワークをつくり，つなぐ 

○「地域福祉のプラットフォーム」を充実する 

・地域福祉計画を周知する ・各々の「実施プラン」を持ち寄り，共有する 

・地域間で連携する ・ＮＰＯや事業者等との連携を推進する 

・公民協働，市民と専門職等の協働による活動，事業を推進する 

・行政内の協働，連携を推進する ・地域福祉推進計画と連動する 
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第５章 重点的に進める取組

わたしたちが取り組む九つの推進目標を効果的に推進していくために，様々な

主体が参加・協働し，地域福祉の周知や“困りごと”の解決のための仕組みづく

りを行うとともに，次に掲げる「重点的に進める取組」を市が呼びかけ役となっ

て［All Ashiya］の力で実現していきます。 

重点的に進める取組 つながる推進目標 

① ＩＣＴも活用し，情報を細やかに伝える取組を 

進めます 
【推進目標１】 

“みんなが思いやり・支えあう 

福祉”への理解を広げる 
② 地域福祉について学んだり，考えたりする機会を

増やします 

③「ひとり一役運動」を推進し，気軽に参加できる

機会を増やします 
【推進目標３】 

“できること・したいこと”での

参加を進める 

④ 身近な「つながりの拠点」づくりを進めます 

⑤ 健康づくりや生きがいづくりの活動を進めます 

⑥“たすけ上手”や“たすけられ上手”な人を 

増やします 【推進目標４】 

ニーズに気づき，支援につなぐ 
⑦ 総合相談の仕組みとネットワークを充実します 

⑧各分野別計画を地域福祉の視点で推進します 

【推進目標５】 

多様な“困りごと”を包括的に 

支えるサービスや活動を充実する 

⑨“複雑な困りごと”の解決に向けた取組を 

充実します 

⑩担い手の意識やスキルを高める取組を充実します 

⑪「地域発信型ネットワーク」を充実します 

【推進目標９】 

地域福祉をみんなで進める仕組み

をつくる 
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重点的に進める取組①

 ＩＣＴも活用し，情報を細やかに伝える取組を進めます 

・幅広い世代に地域福祉に関する多様な情報をより身近で，スピーディに伝え

られるように，ＳＮＳなどを活用し，スマートフォンなどでも見られる情報

発信の仕組みづくりを推進します。 

・多様な情報を集めて発信するよう，市民の参加によって運営する仕組みとす

ることを目指します。そのために，トラブルを防ぐためのルールや双方向的

に教えあう仕組みなども，ともに考えます。 

・紙媒体などの情報をＩＣＴと連携させることで，効果的な情報の収集や，多

様なニーズに応じた伝達を進めます。 

・スピーディできめ細かな対応ができるＩＣＴによる情報伝達を，より多くの

人が利用できるように，市民同士の教えあいなども活かしたＩＣＴを学ぶ機

会（教室など）を増やしていきます。 

・情報を受け取ることが難しい人などにもしっかり伝えるように，身近な人の

口コミ，身近な地域でのミニコミ紙や集いの場なども活用した取組を推進し

ます。 

重点的に進める取組②

 地域福祉について学んだり，考えたりする機会を増やします 

・地域，学校，職場などで地域福祉について学び，「我が事」として情報を得

る意識を持ったり，お互いさまの意識での支えあいにつないだりしていくよ

う，多様な学びのニーズに応じたプログラムづくりや，さまざまな事業など

と連動させた取組を推進します。 

・支えられる人の立場に立って支援する「つなぎ役」を担う“たすけ上手”な

市民や，支えられる人の力を活かした“自分らしい”生活を支える専門職を

増やしていくよう，担い手のスキルアップも推進していきます。 

つながる推進目標 

【推進目標１】 

“みんなが思いやり・支えあう福祉”への理解を広げる
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重点的に進める取組③

「ひとり一役運動」を推進し，気軽に参加できる機会を増やします 

・ごみ出しや電球の交換，買い物支援など，日常生活の“ちょっとした困りご

と”が増えているなかで，ボランティア活動に参加するきっかけの一つとし

て，健康づくりや生きがいづくりを兼ねて福祉施設や地域の拠点，家庭など

での支援活動を行い，「ポイント」が得られる仕組みづくりを進めます。 

 身近な「つながりの拠点」づくりを進めます 

・身近な地域で気軽に立ち寄り，つながりづくりや活動ができる居場所を増や

していくように，空き家や空き地，さまざまな施設の交流スペースなどの地

域の資源を活用した「つながりの拠点」づくりを支援します。 

・拠点を活用し，「これくらいならできるよ」という人と，「ちょっと手伝って

ほしい」という人たちが気軽に集まることができる“場”を増やしていくよ

う推進します。 

 健康づくりや生きがいづくりの活動を進めます 

・“自分らしい”生活を続けていくためにも大切な健康づくりや介護予防，生

きがいづくりなどの活動が，身近な拠点なども活用して主体的に進められる

ように支援します。 

【推進目標３】 

“できること・したいこと”での参加を進める

重点的に進める取組④

重点的に進める取組⑤

つながる推進目標 
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重点的に進める取組⑥

“たすけ上手”や“たすけられ上手”な人を増やします 

・地域福祉への理解を広げる取組を通じて，“困りごと”に早めに気づき，自

ら対処するとともに，必要なときにはＳＯＳが出せる“たすけられ上手”な

人を増やすよう，呼びかけていきます。 

・地域のことを気にかけ，“困りごと”に気づいたときには，その人の立場に

立って支援ができる“たすけ上手”な人を増やしていきます。 

 総合相談の仕組みとネットワークを充実します 

・「どこに，何を相談すればよいかがわからない」人が少なくなるように，保

健福祉センターの総合相談窓口の機能を充実します。また，関係機関や地域

で福祉活動をしている人，団体などに相談すれば，適切な窓口につなげられ

るネットワークを充実します。 

・本市が推進してきた「トータルサポート」を，国が推進する「我が事・丸ご

と」の仕組みづくりとも連動させて，分野を超えた包括的・総合的な相談支

援の仕組みづくりを推進します。 

【推進目標４】 

ニーズに気づき，支援につなぐ 

重点的に進める取組⑦

つながる推進目標 

連携 
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重点的に進める取組⑧

 各分野別計画を地域福祉の視点で推進します 

・地域で生活する上での多様な“困りごと”に対応したサービスを推進するた

め，保健福祉の分野別計画についても，地域のさまざまな力と協働するとと

もに，分野の枠を超えた取組も意識するなど，本計画と連動させながら，地

域福祉の視点で策定・推進します。 

“複雑な困りごと”の解決に向けた取組を充実します 

・複雑な課題をかかえて生活に困窮している人などの自立を，地域のさまざま

な力を活かして多面的に支援するよう，市民，団体，事業者，市・関係機関

等の連携による取組を一層推進します。 

・既存の事業や活動だけでは対応が難しい複雑な課題を協力して解決するため，

課題に応じて関係者が集まって協議する場や，協働の仕組みづくりを進めま

す。 

 担い手の意識やスキルを高める取組を充実します 

・さまさまな“困りごと”で支援が必要な人を「受け手」としてのみ捉えるの

ではなく，その人が“できること・したいこと”で「担い手」にもなって社

会とつながりを持ちながら，“自分らしく”主体的に生活することを支える

ことへの理解を深め，具体的に支援するスキルを高めるように，呼びかけや

研修等での取組を充実します。 

【推進目標５】 

多様な“困りごと”を包括的に支えるサービスや活動を充実

する

重点的に進める取組⑨

重点的に進める取組⑩

つながる推進目標 
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重点的に進める取組⑪

「地域発信型ネットワーク」を充実します 

・地域に根ざした福祉活動を進める上での中核的な区域と位置づける小学校区

で，地域の状況に応じた主体的な取組を推進するよう，地域の状況に応じた

組織づくりや活動の立ち上げを支援します。 

・マンション等の集合住宅に住む人々の地域とのつながりづくりや活動への参

加，ＮＰＯや事業者なども含む多様な組織の協働など，広がりのあるネット

ワークづくりを推進します。 

・広がりのあるネットワークを構築していくために，「地域福祉のプラットフ

ォーム」の機能を，地域福祉推進機関である社会福祉協議会と協働して充実

します。 

・ネットワークを広げていく取組を進める上で，“多様な主体をつなぐ機能”

を充実するよう，コミュニティソーシャルワーカーをはじめとする地域福祉

を進める専門職による取組の充実を図ります。 

【推進目標９】 

地域福祉をみんなで進める仕組みをつくる

つながる推進目標 




